
V-SYSを使用したワクチン
接種費用の請求書の
作成方法について
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※ 住民接種の請求時は，市町により対応が異なることがあります。
医療機関の所在する市町から別途指示があった場合は，市町の指示に
従ってください。
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広島県では，医療従事者接種・住民接種ともに，接種者の住所地に関わ
らず，全て国保連に請求する。（国保連と契約済み）
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詳細は，
『Ｖ－ＳＹＳ操作マニュアル』
をご参照ください！
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6↑広島県では，全て国保連に請求するため，②に従い請求してください。



7↑広島県では，全て国保連に請求するため，②に従い請求してください。
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